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平成 26 年４月 22 日 日程及び付議事件 

 

日 次 月  日 摘         要 

第１日 ４月 22 日（火） 

審査日程の決定 

職員の人事異動について 

専決処分事項の報告について（建設課） 

〔説明、質疑〕 

国道３号拡幅の早期完成に向けて（所管事務調査） 

〔協議〕 
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１ 出席委員氏名 

 

  委 員 長  藤田 昌隆 

  副委員長  江副 康成 

  委  員  森山  林   齊藤 正治   内川 隆則 

        中川原豊志   西依 義規   樋口伸一郎 

 

２ 欠席委員氏名 

 

  な  し 

 

３ 委員会条例第 19 条による説明員氏名 

 

  環 境 経 済 部 長 兼 上 下 水 道 局 長  立石 利治 

  環 境 対 策 課 長  槙原 聖二 

  農 業 委 員 会 事 務 局 長 兼 農 林 課 長  井田  勝 

  農業委員会事務局次長兼農林課長補佐兼農業振興係長  森山 信二 

  農 林 課 参 事 兼 課 長 補 佐 兼 農 村 整 備 係 長  成冨 光祐 

  〃 農 政 係 長 兼 商 工 課 企 業 立 地 係 長 待 遇  林  康司 

  商 工 振 興 課 長  佐藤 道夫 

 

  上 下 水 道 局 管 理 課 長  岩橋 浩一 

  上 下 水 道 局 次 長 兼 事 業 課 長  辻  易孝 

  〃 課 長 補 佐 水 道 事 業 係 長  日吉 和裕 

  〃 下 水 道 事 業 係 長  能冨 繁和 

 

  建 設 部 長  詫間  聡 

  建 設 課 長  内田 又二 

  〃 管 理 係 長  牛嶋 英彦 

  都 市 整 備 課 長  野田  浩 

  〃 課 長 補 佐 兼 都 市 計 画 係 長  実本 和彦 

  〃 課 長 補 佐 兼 新 幹 線 対 策 係 長  佐藤 晃一 
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  国 道 ・ 交 通 対 策 課 長  小柳  誠 

  〃 課 長 補 佐 兼 道 路 ・ 交 通 政 策 係 長  豊増 秀文 

  〃 道 路 ・ 交 通 政 策 係 主 査  杉本 修吉 

 

４ 議会事務局職員氏名 

 

  議事係主査  横尾 光晴 

 

５ 日程 

 

  審査日程の決定 

  職員の人事異動について 

  専決処分事項の報告について（建設課） 

〔説明、質疑〕 

  国道３号拡幅の早期完成に向けて（所管事務調査）  

〔協議〕 

 

６ 傍聴者 

 

  な  し 

 

７ その他 

 

  な  し 
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開会 

午前 10 時 

開議 

 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

藤田昌隆委員長 

ただいまから建設経済常任委員会を開会します。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  審査日程の決定 

 

藤田昌隆委員長 

審査日程につきましては、お手元に日程案をお配りしています。 

本日の審査日程でございますが、まず職員の人事異動について、それから専決処分事項の

報告について、それから３番目、国道３号拡幅の早期完成に向けてっていうこの三つの審査

を行います。 

審査日程については、以上のとおり決定いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  職員の人事異動について 

 

藤田昌隆委員長 

それでは、当委員会所管部局職員の異動がございましたので、御挨拶をお受けいたします。 

初めに、経済部からお願いいたします。 

立石利治環境経済部長兼上下水道局長 

職員の紹介をするに当たりまして、休憩をお願いしたいと思います。 

藤田昌隆委員長 
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暫時休憩します。 

 

  午前 10 時１分休憩 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  午前 10 時２分開議 

 

藤田昌隆委員長 

はいどうぞ。 

立石利治環境経済部長兼上下水道局長 

４月１日の人事異動がございまして、それに伴います環境経済部、上下水道局の異動がご

ざいましたので、各人より御挨拶を申し上げたいと思いますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

最初に、辻次長から御挨拶を行いますので、よろしくお願いします。 

辻 易孝上下水道局次長兼事業課長 

おはようございます。上下水道関係の異動者並びに昇格者の自己紹介をさせていただきま

す。 

この度の異動によりまして、上下水道局次長兼事業課長を拝命しました辻と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

日吉和裕上下水道局事業課長補佐兼水道事業係長 

上下水道局事業課課長補佐兼水道事業係長を拝命いただきました日吉でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

能冨繁和上下水道局事業課下水道事業係長 

上下水道局事業課下水道事業係係長を拝命いたしました能冨繁和です。よろしくお願いし

ます。 

辻 易孝上下水道局次長兼事業課長 

以上で、上下水道局関係の自己紹介を終わらさせていただきます。 

井田 勝農業委員会事務局長兼農林課長 

おはようございます。 

農林課でございます。 

この度、４月１日の人事異動に伴い、自己紹介をさせていただきます。 
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農林課と農業委員会事務局長を拝命いたしました井田でございます。誠心誠意努めさせて

いただきますので、今後ともよろしくお願いします。 

成冨光祐農林課参事兼課長補佐兼農村整備係長 

おはようございます。 

農林課参事兼課長補佐兼農村整備係長を拝命いたしました成冨と申します。よろしくお願

いします。 

森山信二農業委員会事務局次長兼農林課長補佐兼農業振興係長 

おはようございます。 

農業委員会事務局次長兼農林課課長補佐兼農業振興係長を拝命いたしました森山です。よ

ろしくお願いいたします。 

林 康司農林課農政係長兼商工課企業立地係長待遇 

おはようございます。 

農林課農政係長を拝命いたしました林と申します。よろしくお願いいたします。 

立石利治環境経済部長兼上下水道局長 

以上で、環境経済部、上下水道局の４月１日の人事異動に伴う御挨拶を終わりたいと思い

ます。 

詫間 聡建設部長 

それでは建設部の４月１日の人事異動に伴います職員の紹介をさせていただきます。 

建設部の中、こちらおりますとおり、５名の異動がございました。 

では、私のほうからまず、４月１日付で建設部長を拝命いたしました詫間でございます。

私事になりますけど、６年９カ月ぶり建設部に戻ってまいったところでございます。建設部

の中で、問題点山積しておると認識をしておるところでございますので、誠心誠意頑張って

いきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

内田又二建設課長 

今回の４月１日の人事異動で建設課長を拝命しました内田でございます。よろしくお願い

いたします。 

建設課は道路から市営住宅と、大変守備の広い範囲でございますが、皆様方の生活に密着

した課題も多ございます。今後ともよろしくお願いいたします。 

実本和彦都市整備課長補佐兼都市計画係長 

おはようございます。 

都市整備課長補佐兼都市計画係長になりました実本と申します。どうぞよろしくお願いし

ます。 
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佐藤晃一都市整備課長補佐兼新幹線対策係長 

おはようございます。 

都市整備課課長補佐兼新幹線対策係長を拝命しました佐藤です。よろしくお願いします。 

豊増秀文国道・交通対策課長補佐兼道路・交通政策係長 

おはようございます。 

４月の異動に伴いまして、国道・交通対策課課長補佐兼道路・交通政策係長を拝命いたし

ました豊増秀文と申します。よろしくお願いいたします。 

詫間 聡建設部長 

以上、５名、建設部のほうに４月１日に人事異動でまいりました。今後ともよろしくお願

いいたします。 

藤田昌隆委員長 

以上での人事異動の御挨拶を終わります。 

続きまして、建設課の報告事項がありますので、準備のため、暫時休憩します。 

 

  午前 10 時７分休憩 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  午前 10 時８分開議 

 

藤田昌隆委員長 

それでは再開します。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  建 設 課 

 

   専決処分事項の報告について 

 

藤田昌隆委員長 

これより専決処分事項の報告について議題とします。 

執行部の説明を求めます。 
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内田又二建設課長 

それでは、専決事項の報告ということで、御説明させていただきます。 

市道管理の瑕疵に基づく損害賠償額を決定するために、地方自治法 180 条第１項の規定に

より、専決処分したことについて報告するものでございます。 

直近の委員会で報告することとなっておりますので、今回御報告するものでございます。 

事件の概要ということで、下のほうに挙げてますが、平成 26 年２月８日午後７時ごろ、市

道商工団地４号線、商工団地の西側を南北に走る道路でございますが、ここを北から南へ走

行中、藤木町７番地 11 地先付近にあった陥没に脱輪し、自家用車の左前輪タイヤがパンクし、

ホイールも損傷したという事件でございます。賠償額１万 7,325 円、市の過失割合が６割で

示談が成立しております。 

専決処分が４月９日、予備費での対応の専決処分でございます。 

以上、御報告させていただきます。 

藤田昌隆委員長 

何か質問ございますでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

ないですか。それでは、本件に対する質疑を終わります。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

藤田昌隆委員長 

次に、国道３号についての審査を行いますので、準備のため暫時休憩します。 

 

  午前 10 時 10 分休憩 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  午前 10 時 14 分開議 

 

藤田昌隆委員長 

それでは再開をいたします。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 
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  国道３号拡幅の早期完成に向けて 

 

藤田昌隆委員長 

これより国道３号拡幅の早期完成に向けてを議題といたします。 

説明のほうよろしくお願いします。 

小柳 誠国道・交通対策課長 

国道３号拡幅の早期完成に向けてっていうことで、担当課から説明をさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

配付している資料につきまして、説明させていただきます。 

大きく３つに分けまして、鳥栖拡幅事業について、２点目が鳥栖久留米道路について、３

つ目がその他、要望状況についてっていうこと、以上３点について御説明させていただきま

す。 

まず最初に鳥栖拡幅事業について説明させていただきます。 

資料１の１をお願いいたします。 

こちらは鳥栖拡幅事業、事業主体は佐賀国道事務所でございます。鳥栖拡幅事業は、姫方

から酒井西町間の延長 2.4 キロを現況の２車線から４車線への拡幅事業でございます。 

事業経緯といたしましては、平成 19 年度に都市計画の決定、平成 20 年度に事業着手をし

ております。 

目的は、資料１の１の一番最後のページになりますけど、１．交通渋滞の緩和、２．交通

環境の改善、３．物流産業活動の支援、４．安全で快適な歩行者空間の確保を目的として整

備を行っているところです。 

次に、資料１の２をお願いいたします。 

計画の詳細につきましては、３年前に、平成 23 年 12 月 21 日に、地元説明会に配付した資

料をもとに説明をさせていただきます。 

資料１、こちらの資料１の２の分で２分割に、１ページに２分割に分割しております。そ

の分割してるページごとの右下のほうに、ページ数のところのページで説明をさせていただ

きます。 

まず、２ページ目でございます。 

道路ができるまでということで、当時のところで、①で都市計画の決定を平成 19 年３月

23 日に決定しております。 

事業概略の説明としまして、平成 22 年９月２日に説明を実施、③測量地質調査のほうを平
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成 20 年の 10 月から平成 21 年３月まで実施しております。それを受け、④設計を平成 21 年

から平成 22 年まで実施し、⑤のところで平成 23 年 12 月 21 日に地元設計を行っているとこ

ろです。現在は⑥に用地測量、物件調査のほうを平成 24 年度から平成 25 年度、現在、平成

26 年度につきましては、⑦の用地協議の箇所に当てはまります。 

次に、３ページをお願いします。 

こちらの位置図につきましては、割愛をさせていただきます。 

４ページ目につきましては、国道３号拡幅の現状と課題といたしまして、当時平成 23 年度

の説明でございますが、国道３号では北九州市から福岡市、熊本市を経由し、鹿児島までの

延長を 470 メーターのところでございます。 

鳥栖拡幅の区間は交通量が多く、約２万 5,000 台、平成 22 年度で交通量があります。通過

交通を主体とした大型車の台数が多い路線で、大型車の台数は九州管内で３位となっている

状況ということで説明をしております。 

５ページをお願いいたします。 

こちらにつきましては、国道３号の現状の課題ということです。本区間は昼夜を問わず慢

性的に渋滞している区間でございます。その原因といたしましては、２車線道路に対し、実

際の交通量が２車線で耐え得る交通容量を大幅にオーバーしていること。二つ目は、曽根崎

交差点の右折専用レーンの長さが大きく不足していることが挙げられます。こうした現状と

課題がありますので、本事業の鳥栖拡幅事業に着手をしているところでございます。 

次に、６ページをお願いいたします。 

こちらは設計の概要、設計条件について説明をいたします。 

道路の種別につきましては、第３種第１級です。第３種というのは高速国道以外の地方道

の道路のことでございます。第１級というのは、計画交通量が多い２万台以上の箇所のこと

でありまして、本工区の設計交通量が約４万台でありますので、第１級に当たるということ

でございます。 

設計速度につきましては、第３種第１級の道路の道路構造令により、80 キロと定められて

います。しかし、実際に走れる速度規制につきましては、公安委員会が決定いたしますので、

80 キロで走れるということではございません。 

幅員については標準部で 25.25 メーターを計画しております。幅員の考え方につきまして

でございますが、歩道幅につきましては、車いす２台と、自転車が安全ですれ違える幅３メ

ーターに加え、標識や信号、照明などの施設帯の幅を 50 センチを加えた 3.5 メーターで計画

しております。車道幅につきましては、セミトレーラーが通行できる 3.5 メーターとしてお

ります。歩道と車道間の間に 1.25 メーターの路肩を設置しております。また、交通安全のた
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め、上り下りの境に 1.75 メーターの中央分離帯の縁石、ブロックを設置し、交差点以外での

右折による出入りを制限しております。それらの合計で一般部で 25.25 メーターの道路幅員

でございます。 

次に７ページをお願いいたします。 

設計の概要、平面交差について説明をいたします。 

起点の姫方交差点から基里小学校交差点までは、東側に用地を取得し、東側に拡幅をいた

します。基里小学校交差点から徐々に西側へ移行して、両方を買収するところがあり、運動

公園を過ぎたところで、今度は完全に西側へ拡幅する計画としております。 

どうやって東側、西側を決めたかと申しますと、補償物件数や規模、線形や構造などを総

合的に判断して、東にふるか西にふるかを決定しております。 

次に８ページをお願いいたします。 

設計の概要、交差点の設計について御説明をいたします。 

本工区は安全対策として原則全線に中央分離帯を設置します。しかし、全線に中央分離帯

を設けると沿線のアクセスのサービス水準が著しく低下しますので、安全性と利便性を相互

に検証しながら、次のとおり取りまとめております。 

まず、交通需要が多い渋滞ポイントの交差点部をあけることとしました。これにより姫方

町交差点と曽根崎交差点の中央分離帯をあけて交差点を設置することとしております。 

次に、現況で信号交差点のところをあけることとしております。これにより原町交差点、

原町南交差点、商工団地北入り口交差点を設置することといたしております。 

次に、公共施設がある交差点について中央分離帯をあけることとしております。これによ

り、老人福祉センターがあり、バス路線であるうぐめだ橋交差点、小学校や県営住宅のある

基里小学校前交差点、ここの公民館や体育館、グラウンドがある基里公民館前交差点の３カ

所の交差点を追加することとしております。いずれも現在交差点名がないので仮称でござい

ます。安全性と利便性の双方を相互に決定していくところでございます。 

こちらのほうは平成 23 年度の地元説明ではこのように説明しておりますが、現在につきま

して、１点変更になっているところがございます。先ほど説明しました基里小学校前交差点

につきましては、地元やＰＴＡからの要望書が提出され、交差点を設置しないで、歩道橋を

設置する要望が国のほうに要望書が出されております。それを受けて国のほうでは基里小学

校前交差点につきましては、交差点を設けず、横断歩道橋を設置する方向で進めているとこ

ろでございます。 

次に９ページをお願いいたします。 

９ページにつきましては、主な効果ということで４点挙げているところです。こちらにつ
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いては先ほどパンフレットで説明をいたしましたので割愛させていただきます。 

10 ページをお願いいたします。 

整備効果、渋滞の緩和ということで、渋滞の緩和につきましては、４車線整備により交通

量に耐え得る交通容量がふえますので、交通の流れがスムーズになります。混雑度という指

標で申しますと、現在 1.71 というのが 0.97 になります。混雑度は１を超えると渋滞してい

ると道路といいます。また、各交差点に適正な長さの右折レーンが整備されますので、姫方

町交差点、曽根崎町交差点の渋滞が緩和されます。それにより姫方町交差点から商工団地北

入り口交差点まで、現在７分かかっておりますが、約５分で行けるようになり、２分短縮の

計画となっているところです。 

次に、11 ページをお願いいたします。 

整備の効果、安全の歩行空間についてございます。現在 1.5 メーターしかない歩道が 3.5

メーターに広がり、路肩も広くなることから、安心して歩道を歩けるようになります。歩行

者と自転車、車いす等が安全にすれ違いができるようになります。 

12 ページをお願いいたします。 

整備効果、交通事故の減少についてでございます。交通事故の減少につきましては、中央

分離帯の設置や交差点の集約、改良により交通事故が減少します。中央分離帯があるとない

とでは事故率が約 5.8 倍違います。また、本工区の 10 個の種類といたしましては、追突事故

も多いこともわかっております。これは恐らく渋滞によるイライラのため起こってしまう事

故だと考えられますので、渋滞が緩和されることにより、追突事故も減少すると思われます。 

13 ページをお願いいたします。 

整備効果（景観の向上）についてです。景観の向上ですが、道路が広がることにより、視

野が広がり解放感があるので、景観がよくなったと感じます。また、ガードレールや照明柱、

標識柱など、色を統一させることにより景観がよくなります。整備イメージとして、基山拡

幅の写真を張りつけておりますが、歩道の中央分離帯の植栽は本工区鳥栖拡幅については設

けません。 

次に、14 ページをお願いいたします。 

整備の順序について説明いたします。先ほども申しましたが、本工区の最大の課題は、曽

根崎交差点の右折レーンの長さ不足による交通渋滞です。限られた予算の中で最大限効果を

得るため、まず曽根崎交差点の右折レーンの延伸を行います。 

15 ページをお願いします。 

詳しく御説明しますと、現在、右折の交通量に対し、右折レーンが不足していますので、

右折レーン待ちの車両が右折レーンからあふれて、直進車両の通行を阻害し大きな渋滞を引
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き起こします。これに対応するため、福岡方面から鳥栖駅方面へ右折する右折レーンを 30

メーターから 80 メーターに延伸し、久留米方面から小郡方面へ右折する右折レーンを 30 メ

ーターから 65 メーターに延伸し、スムーズに通行できるようにするものです。用地幅は、４

車線で買収しますが、車道の整備についてここだけ４車にしますと、逆に渋滞を引き起こし

てしまいますので、工事は片側の１車線のまま整備をします。歩道の位置は将来の位置を想

定し設置をします。 

次に、16 ページをお願いいたします。 

曽根崎交差点の右折レーンの延伸の次は、第２ステップとして、起点の姫方交差点から、

順次４車線整備を行ってまいります。 

17 ページをお願いします。 

引き続き第３ステップとして、曽根崎交差点前後を含む区間を、600 メーターを４車化を

行います。 

18 ページをお願いいたします。 

最後に、基里公民館からの先からの終点までの４車化、約 700 メーターを整備をいたしま

す。 

19 ページをお願いします。 

こちらのほうは、当時、平成 23 年度説明した今後のスケジュールとしまして、平成 24 年

度に、先ほど説明しました曽根崎交差点区間の平成 24 年度に用地測量、用地調査を行うとい

うことで、当時の説明を行っているところです。 

20 ページにつきましては、幅杭の設置の当時の説明なので割愛をさせていただきます。 

以上、資料１の２の説明を終わります。 

次に、資料１の３について説明をいたします。 

こちらは、鳥栖市国道・交通対策課で製作した資料でございます。こちらの分で、鳥栖拡

幅の全体事業費は 77 億円を予定しております。うち用地費及び補償費が約７割を占めており

ます。平成 24 年度までの予算は３億 9,000 万円ついております。平成 25 年度は３億円、今

年度 26 年度は３億 5,000 万円と通知があっております。 

事業進捗につきましては、平成 25 年度末時点で約８％、用地進捗は約７％でございます。

こちらの完成時期につきましては、着手後、おおむね 10 年程度を目指すものの、完成に向け

た円滑な事業実施環境が整った段階で、確定予定と聞いております。 

現在の状況及び今後の予定について、下の資料１の３の航空写真について説明します。 

平面図に交差点箇所を７カ所記載しております。交差点名を黒で記載している箇所につい

ては既存の交差点、赤の交差点名を記載している箇所については、仮称ということで、２カ
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所、仮のうぐめだ橋交差点、仮の基里公民館前交差点ということで、計画されている交差点

を記載しております。 

現在、曽根崎交差点を中心に、博多ラーメンから南は基里小学校まで、真ん中のところに

なりますけど、約 600 メーターについて、平成 24 年度用地測量及び用地調査を実施し、平成

25 年度から用地買収の交渉を行っております。交渉が調ったところは用地契約を行っており、

昨年度は数件用地契約が調ったと聞いております。 

今年度も引き続き曽根崎交差点を優先として、約 600 メーター区間を中心的に用地買収を

行うと聞いております。その他の区間につきましては、この図面でいきますと左側になりま

すけど、佐川急便から博多ラーメンまでの約 800 メーター及び基里小学校から商工団地北入

口交差点までの約 700 メーターは、平成 25 年度、昨年度に用地測量及び用地調査を実施して

おります。平成 26 年度は、曽根崎交差点の優先区間の用地交渉状況を見ながら、前後区間の

用地交渉に取り組む予定と聞いているところでございます。 

以上が鳥栖拡幅事業の説明でございます。 

藤田昌隆委員長 

今、説明がございましたが、何が御質問があれば。お伺いいたします。 

中川原豊志委員 

説明ありがとうございます。 

主なところは理解させていただいたんですが、そこで、資料でいきますと、16 ページ、15、

16、17、18 のステップっていうふうな形で書かれている整備順序というのがございますが、

おおむねわかる範囲で結構でございます、このあたりを、いつぐらいからいつぐらいまで施

工ができるのかという、大まかなところがわかればその辺を教えてほしいなと思うんですが。 

小柳 誠国道・交通対策課長 

先ほど、質問についてお答えします。 

施工の時期でございますが、今のところ、施工の時期については明確に国のほうでもわか

っていない状況でございます。というのが予算の状況がございます。今年度３億 5,000 万円

ということでございますので、全体 77 億円すると、まだ、予算の当該年度の配分によって、

その事業進捗及びそして用地の地権者との交渉もありますので、今の段階では施工時期につ

いて明確にはっきりとはわかりません。 

以上です。 

樋口伸一郎委員 

資料の１の３の予算額についてちょっとお尋ねなんですけど、３億 9,000 万円、３億円、

３億 5,000 万円と年度ごとにきておりますが、進捗率と比べると７％、８％という表記がさ
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れてありますけども、10 年をめどにということで、今後進めていったとして、施工工程はま

だちょっと明確ではないという御答弁でしたけども、この率でずっとを計算を概算していく

と、とんでもない年数がかかるかなっていうふうに認識したんですけど、今後の計画として、

例えばこの３億円から４億円のお金で用地等を進めていくんであれば、全然間に合わないか

なと思うんですけども、いかがでしょうか。 

小柳 誠国道・交通対策課長 

予算の状況と、それと、その事業の進捗でございますが、おっしゃるとおり、来年度も３

億 5,000 万円ということで計算すると、やはり 77 億円で 3.5 を割ると、やはり十数年かかる

計画になっているところです。 

鳥栖市といたしましては、そういった事業が、今の予算配分では長くなるかと思いますの

で、要望活動等を行って、何とか事業進捗が進むようにしていきたいとは思っているところ

でございます。 

樋口伸一郎委員 

そしたら、先ほど、また予算の執行計画というか、御説明ありましたけど、最初、曽根崎

交差点付近から平成 26 年度の予算を主に用地買収に充てる御予定だという御説明だったん

ですけど、今後、ここに関連する３号線に関連する、拡幅に関連する用地の持ち主の方が、

いろいろ先に売りたいとか多々出てくると思うんですけども、計画してるところにこだわり

過ぎると、そこに時間がかかってしまったりしてしまうのかなあというふうに私自身は考え

ておりますけど、そういった、第２ステップ、最後ら辺のところを先に買っていけば、全然

リンクしないかと思うんですけど、第２ステップ等の次につながるようなところに予算を、

時間がかかるようであれば、先に回していったりという計画はあるんでしょうか。 

小柳 誠国道・交通対策課長 

今年度３億 5,000 万円予算が配分されておりますので、国のほうとしましては、先ほど申

しました約 600 メーター、曽根崎区間を優先的にしていく中で、交渉を優先的にしていった

中で、やはり用地交渉というのは相手がおっしゃる中で、用地の交渉が調わないようだった

ら、その分については、優先区間をこだわらず、北側と南側のほうに、用地の交渉を展開し

ていきたいと聞いているところでございます。 

樋口伸一郎委員 

そしたら今後、そういった第１番目に行う用地買収以外のところの情報収集等については、

そういった売りたい方とかの情報収集については、今後どのようにお考えでしょうか、お願

いします。 

小柳 誠国道・交通対策課長 
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その他の用地の情報収集については、問い合わせがあったところにつきましては、国のほ

うに伝えるようにしているところでございます。そして、その地元の地権者の声を、国のほ

うの事業主体のほうに、佐賀国道事務所に伝えるようにしております。市のほうに問い合わ

せがあった場合も、国のほうに伝えるようにして、情報収集を行っていきたいと思ってると

ころでございます。 

樋口伸一郎委員 

ありがとうございました。 

西依義規委員 

この資料の８ページの交差点も含めて、まず地元説明会に、多分立ち会われたんでしょう

から、このときなんか出た市民の声みたいなのを教えていただくとありがたいと思います。 

そしてその交差点の、先ほど歩道橋の要望が上がったとかいうお話があったんですけど、

例えば小さい路地がありますよね、交差点以外の。この路地どう、出れるのか行きどまりに

なるのか。 

あとは、その関連して、そこに鳥栖市としてやること、市道をこうするとか、この路地を

ふさいで曲げて、こっちに一本化するとか、何かそういう鳥栖市がやるべきことは並列して

今やられてるのか、その辺をお話しを願いします。 

小柳 誠国道・交通対策課長 

当時の説明会に出た意見でございますが、具体的にその当時については、議事録を読む限

りでしかちょっとわかりませんが、やはりその交差点につきましては、中央分離帯、今が現

道のほうが中央分離帯がありませんので、やはり不自由になるので、なんらか中央分離帯を

できるだけあけてくれっていう声はあったと聞いているところでございます。 

次、２点目の路地についてでございますが、今のところ、交差点、国道に中央分離帯がで

きることによって、路地のところも中央分離帯で区切られますので、それについては、市の

ほうで現段階につきましては、それに伴って市道の拡幅や迂回路の確保等っていうのは、現

在のところはまだ検討はしておりません。 

西依義規委員 

結構細い道ありますよね。細い道がもう左折だけでき……、右折は絶対できんめえ、左折

をできるようにするのか、そこふさぐのかでも、その安全性とかで、やはり検討、住民の人

が使いやすい道にするのか安全な道にするのかはしっかり検討をされたほうがいいのかなと

思いますし、鳥栖市のやることっていうのをもう少し整理をされたらいかがかと思うんです

けど。 

これは国、もちろん国の事業なんで、国なんですけど、鳥栖市として、もう下手したら、
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議会、財界、もう全部タッグになって、鳥栖市として何ができるかっていうものは、その要

望のやり方でもいいし、佐賀国道事務所に対するやり方とか、その辺は何か、この期成会と

いうのが旗を振るのか、それとも鳥栖市としても独自に、例えば基山町と一緒に佐賀県の自

治体として２つで動くのか、何かそういったのは、何か、課として考えるものなのか、いや

これ違うとこで考えるのか、その辺は、鳥栖市としてやるべきことっていうのは整理をされ

ているのかどうか、ちょっと聞きたいんですが。 

藤田昌隆委員長 

答弁できますか。 

小柳 誠国道・交通対策課長 

３号拡幅に伴い、鳥栖市としてのやり方っていうところは、今、要望の活動中で、やはり

事業進捗を図っていくために、事業の早期完成というところで、要望活動を、鳥栖市として

行っているところでございます。 

その他、先ほど言われました、ほかの市との連携っていうのは、今この拡幅事業について

行っておりません。 

西依義規委員 

そうですね、佐賀国道事務所っていうか、その整備局側の考えも多分わかっていらっしゃ

ると思うんで、どうやったら向こうが、その３億 5,000 万円が５億円になったり 10 億円にな

るかっていうのは、考えることは無駄ではないと思うんで、その辺は、市全体というか、役

所だけじゃなくて、いろんなところも働きかけるべきだと思うんですけど。 

ほかの自治体で、じゃあこうやったら、極論言うとこうやったらこう何年も早くなったと

か、そんな現状とかはわかります、この国道は本当 20 年かかったとか、この国道は５年で終

わったと、そういったのは何か調査されたことありますか。 

小柳 誠国道・交通対策課長 

事業の進捗を図るためっていうことでいきますと、やはりその必要性を自治体はまた国、

県のほうに、必要性っていうのを訴えかけていく、要望っていうのが一番大事かと思います。 

あと、ほかの自治体でどういった形で早く進めてるかっていうことでいきますと、今年度、

西九州道で松浦市のほうで、用地、事業を進めている箇所がありますので、松浦市のほうに

お伺いしたときに、情報によりますと、やはり用地の交渉ですね。そこの分を市として用地

の交渉について積極的にかかわって、そうして国が用地交渉に来たときは、市のほうである

程度まとめてっていうところの事例が、ちょっとお伺いされたところがありました。 

以上です。 

西依義規委員 
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わかりました。 

藤田昌隆委員長 

ほかにございますでしょうか。 

齊藤正治委員 

先ほどの西依議員の鳥栖市がやることなんですけども、これちょっと確認ですけども、例

えば、資料の１から３、１の３ですね。これの中で、例えば、商工団地までの曽根崎交差点

から、基里公民館でもいいんですけども、この日の丸運輸が、例えば熊本に行くということ

になったときに、これ、左側に行って、基里公民館の中でＵターンするか、曽根崎交差点で

右折して、例えば姫方のところから、また左折するかという、そういう方式しかないんです

かね。例えばの話ですけども。 

小柳 誠国道・交通対策課長 

先ほどの御質問についてでございますが、今、交差点、中央分離帯がついて、そこの中央

分離帯があくところが、今説明し、基里公民館、商工団地入り口交差点になりますので、先

ほどおっしゃたとおり、熊本方面に出ようとしたら、１回、迂回路、裏から利用していただ

いて、交差点から出ていただくことになります。 

齊藤正治委員 

恐らくそうだろうと思うんですね。ということは、例えば、基里公民館前の交差点も入っ

たら袋小路。曽根崎の交差点は流団のほうに逃げてる。うぐめだっていうところも非常に、

原町も、交差点も、あとはもう姫方だけなんですよね。 

道路として、例えばトレーラーとか、大型車が入るにしても、あとんところはほとんど狭

いところばかりですから。だからこれやっぱりどこかにね、市道、それは市でするのか県で

するのかわかりませんけれども、要するにこのＵターンできる、迂回できるような道路をつ

くらないと、恐らくこのままでいったら、沿道の人たちは、反対する人たちがかなり出てく

るんではなかろうかと。今、どういう地元の御意見を聞かれてるかわからないけども、そこ

が、国と県と市がどうやって役割分担をしていくかっていうところだと思うんですね。事業

をスムーズに進捗させるためにはですね。 

だからそれをもう既に検討を始めていかないと、事業年度から恐らく平成 20 年にこれ事業

化されてると思うんですけども、10 年後ということは、平成 30 年には完成の予定だろうと

思うんですね、恐らく。あとは予算のつき具合があるんでしょうけども。 

だからそれに向かって、やっぱり市も、やっぱりそれはこういうふうに解決していきます

よっていうことを、この地元の人たちに説明をしていかないと、そういった反対が、今でも、

どういう地元の意見聞かれたかわからんけども、そういう声がチカチカ入っておりますので、
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そこら辺たいもよろしく御検討をお願いをしたいと思いますけど。 

藤田昌隆委員長 

よろしいですか、今、要望という意見ありましたけど。 

じゃあ一応要望ということで、強くお願いしておきます。 

返答がないようですので、（発言する者あり）返答なしなら、返答できませんとお答えくだ

さい。 

小柳 誠国道・交通対策課長 

市の内部で話をして……。 

詫間 聡建設部長 

今回の鳥栖拡幅事業の意見等をちょうだいいたしましたわけでございますけれども、先ほ

ど西依委員、齊藤委員からもありましたとおり、市がやるべきこと、例えば、先ほど言われ

ましたとおり生活道路から本線に入っていく、左折でしか入れないところ、したがいまして、

中央分離帯で分離されて、右折等ができない箇所、齊藤議長が言われるのも運輸会社の関係

で、当然熊本方面に行けば右側に入ってくると。 

こういった中で、国としての３号事業ということであっておりますけれども、本市として

も、市道の管理関係、道路事業関係担当部署もございます。そういった意味を踏まえながら、

早期完成ということで踏まえれば、当然、地権者の方の御協力、現在用地取得の関係に入っ

ているわけでございますけれども、早期完成に向けて、市民の意見等も聞きながら、早期完

成につきまして、庁内いろんな担当部署とも協議をしながら、あと国、県含めたところで対

応していきたいと思っておるところでございます。よろしくお願いいたします。 

藤田昌隆委員長 

よろしいですか、今の返答で。 

齊藤正治委員 

よかですよ。 

藤田昌隆委員長 

じゃあ次に移ります。 

小柳 誠国道・交通対策課長 

次に、鳥栖久留米道路について説明をいたします。 

資料２の１をお願いいたします。パンフレットをお願いいたします。 

こちらの事業主体は福岡国道事務所でございます。 

鳥栖久留米道路は、鳥栖市高田町から久留米市合川５丁目間の約 4.5 キロ、幅員約 22 メー

ターのバイパス事業でございます。 
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事業経緯といたしましては、平成 19 年３月に都市計画決定を行い、平成 19 年度に事業着

手をしております。延長の内訳は、鳥栖市が約１キロ、福岡県側は小郡市が約 0.4 キロ、久

留米市側が約 3.1 キロとなっております。 

整備効果につきましては、パンフレットに示しております。一つが交通渋滞の緩和、二つ

目が交通環境の改善、三つ目が地域振興などを目的に事業を進めているところでございます。 

次に資料２の２をお願いいたします。 

こちらの資料も鳥栖市の国道・交通対策課で作成した資料でございます。鳥栖久留米道路

の全体事業費は、約 304 億円を予定しております。 

予算につきましては、国が通知する事業計画書によりますと、鳥栖市側につきましては、

佐賀県側につきましては、平成 24年度までに２億 4,800万円、平成 22年、25年度当初は 2,000

万円、今年度当初は 3,000 万円予算配分がなっております。福岡県側につきましては、平成

24 年度までに 46 億 5,100 万円。平成 25 年度当初に 15 億円。平成 26 年度に 18 億円。計 79

億 5,100 万円予算配分がされているところです。 

事業進捗につきましては、福岡県側、佐賀県側合わせて約 23％、用地進捗につきましては、

約 61％の状況でございます。 

こちらの事業の完成時期につきましては、鳥栖拡幅と同じく、事業着手からおおむね 10

年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定と聞いて

いるところでございます。 

現在の状況及び今後の予定について御説明いたします。 

現在、鳥栖市側につきましては、交差点側の構造について、交通管理者と協議を実施中で

あり、今後協議が整い次第、水屋地区、赤川地区への地元説明会を行う予定です。 

福岡県側につきましては、平成 25 年度は用地買収、工事進捗で、筑後川の下部工や上部工、

ボックス工事や改良工事等を行っております。今年度、平成 26 年度は、引き続き用地買収の

推進、筑後川上部工、橋長約 390 メーターの上部工、改良工事等の工事の進捗を図ると聞い

ております。 

先ほど予算額の話をいたしましたが、福岡県側の予算額が多いのは、要因の一つとして、

用地買収が伴わないで済む、新たに橋をかける久留米大橋の建設があります。筑後川をまた

ぐため、橋台２基、橋脚４基を建設を現在完了し、昨年度は、その筑後川大橋の上部工工事

を発注しております。 

橋の長さは先ほど申しました 390 メーターあり、径間数は５径間の構造であります。工期

は平成 25 年度から平成 28 年度の４カ年工期であり、契約金額は約 24 億 6,000 万円と公表さ

れているとこでございます。 
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以上が鳥栖久留米道路の事業の説明で終わります。 

藤田昌隆委員長 

何かございますでしょうか。 

中川原豊志委員 

ありがとうございます。 

確かに、今、筑後川のとこの新しい橋が建設中なのも確認はさせていただいております。 

久留米側のほうが工事がどんどん進んでるんですけども、鳥栖のほうについては、まだ計

画等だという話ですが、計画だからこそ確認させてもらいたいんですけども、３号線に交差

するところでございますが、高田町北交差点よりも北側の 100 メートルか 200 メートルかわ

かりませんが、そのあたりを起点というふうな感じで計画図があると思いますが、これは高

田町北交差点、要は中原鳥栖線の交差点と思いますが、そこと一緒にするような話というの

は、今後もっていくことはできないものなんですかね。 

小柳 誠国道・交通対策課長 

鳥栖久留米道路の現在の３号へのタッチの箇所の決定した根拠でございますが、こちらの

ほうは都市計画の設定のときでございますが、鳥栖久留米道路の分岐点は、大木川を渡るた

め、現在の国道３号の高さから約４メーター上げる計画になります。 

国道３号高田町北交差点は、既に周辺の民地より約２メーター以上高くなっております。

中原鳥栖線のところに当該交差点の鳥栖久留米道路を接合、接続するためには、さらに交差

点を上げる必要があり、完成時に交差点が周辺の民地より、先ほどの４メーター、そして民

地側と既に２メーターを足すと、約なんですけど、６メーター以上高くなってしまいますの

で、民地の乗り入れや土地の利用の制限が出るなど、影響が大きいことで、現在の取りつけ

位置に決まってるのが一つあります。 

かつ、支障の理由としましては、鳥栖久留米道路の途中にライスセンターや西赤川排水機

場が設置、既存施設がありますので、それを避ける位置としたときに、現在の位置に決まっ

ているということで、平成 19 年３月に都市計画決定で決まっているところでございます。 

以上です。 

中川原豊志委員 

ありがとうございます。 

諸々の事情はわかるんですけども、佐賀県側、鳥栖側がやむを得んですねとなったのか、

一方的に久留米国道事務所関係が、福岡国道がここしかないんですよ、そういう理由でとい

うふうに持って来たのか、そこのところはちょっとよくわかりませんが。 

通常であれば、やはり中原鳥栖線と交差するほうが、交差点の数も少なくなるし、交通の
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流通といいますか、流れもよくなると。交差点を二つ、三つもふえると、そこでまた渋滞す

るような形になりますんで、なるべく交差点を一つにしたほうがいいのかなというふうに思

っております。 

今の基準のところが、どうしてもそこでないといけないんであれば、逆に中原鳥栖線の県

道のほうをそちらのほうに接続するという考えというのはできないものなのか、確認をお願

いします。 

小柳 誠国道・交通対策課長 

先ほどの質問にお答えいたします。 

今回、今現在決定している位置につきましては、もちろん国のほうだけで決めてるわけじ

ゃなく、県、そして交通管理者、そして市にも協議があって、今の現在の位置に決まってい

るところでございます。 

そして先ほど２点目でありました県道中原線の設置につきましては、うち市としては、そ

れについて今、どうしましょうということでちょっとお答えすることはできません。 

以上です。 

中川原豊志委員 

ありがとうございます。 

ただね、思うには、今度新しい鳥栖久留米道路が高田町北交差点のもう一つ北側に交差点

としてできて、またすぐ県道中原鳥栖線の交差点がまたすぐそこにあるというのは、結局、

交通渋滞をなくそうというふうな取り組みの中に、交差点がすぐ近くにあるというのは、交

通渋滞をまた招く要素になりゃせんやろかという意味では、交差点を一つに集約したほうが

いいんじゃないですか。じゃあそういう考え方はないのか、考えることができないのかって

いうのだけで結構です。今はできないかもしんないけども、今後そういうふうなことを考え

れば、そういうのも必要かなという判断はできないものなのか、確認をお願いします。 

小柳 誠国道・交通対策課長 

先ほどの新たに交差点ができることによって渋滞が懸念されるっていうことでございます

が、こちらの都市計画を決定するときもなんですけど、交通管理者と、新たに交差点ができ

ることによっての交通の解析、渋滞が起きるかどうか、どのくらい渋滞が右折レーンがどの

くらいになるかっていうことも解析した結果、渋滞がそこまで起きないっていうことで、交

通管理者も了解をいただいて決定している、今の現在の位置に決定しているっていうことで

ございます。 

以上です。 

中川原豊志委員 
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じゃあ違うところをもう１カ所お願いしますが、この鳥栖久留米道路の中で、鳥栖のほう

なんですが、宝満川を一応渡って３号線に接続するような形になっております。多分宝満川

を渡るには、また新しい橋が必要になって、そこにもそれなりの橋梁の高さがあるものとは

認識をするんですが、橋を過ぎたあとに３号線まで、例えば、この下には、永吉のほうから

ずっと酒井東の横を通って、宝満川の横を通った道というのがあるんですよね。そういった

地元の方が、すぐここの新しい道路に乗り入れできるような、対策というのは考えてらっし

ゃるのか確認をしたいと思います。 

小柳 誠国道・交通対策課長 

先ほどの質問にありました地元の方たちが利用しやすい道路については、今、市道を含め

て、鳥栖久留米道路に取りつける形で、今後、協議、地元説明をしようと計画しているとこ

でございます。 

中川原豊志委員 

そこのとこはぜひ、地元の方が乗り入れできるように、多分堤防かなんかで、高架でくぐ

るんでしょうから、乗り入れ口はないよと言われると、何のための道路か、地元の人には本

当にメリットがないような道路になってしまうような感じかもしれませんので、きちんとそ

の辺は要望をお願いいたします。 

藤田昌隆委員長 

ほかに。 

西依義規委員 

鳥栖市の部分が約１キロということで、その、道路の両脇とか、今、田んぼの中をドンと

通すんですけど、都市計画上そこはどういう部位になるんですか。そのままのもう田として

するのか、なんかこう道路があって、ここは何メーターは都市計画を引き直すとか、そんな

のもあるんですか、ただ道が通るだけですか、田んぼの上に。 

小柳 誠国道・交通対策課長 

都市計画の決定の線っていうのはもう、平面図に線形を落としただけになると思います。

実際鳥栖久留米道路の計画は、ここの田んぼから約なんですけど、７メーターぐらいの高さ

のところを、計画、高低差のところに、橋梁や盛り土で通す計画にしているところです。 

西依義規委員 

それは田んぼとかには余り影響もなく、もうドンと、ここが日陰になったりとか、新幹線

じゃないですけど両方が死に地になったりはしないんですか。 

小柳 誠国道・交通対策課長 

田んぼのところについては、やはり盛り土にしますと、やはり先ほど高低差が７メーター
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ありますので、やはり法面、のりが出てきますので、やはり影響っていうのは出てくるかと

思います。 

橋梁につきましては、そのまま高の、７メーターの高で下に落ちるだけなんですけど、盛

り土箇所等については、やはり道路の幅員よりも少し広がった形で、面積はとるかと思いま

す。 

そこの日陰の影響っていうのはちょっと、今、資料等は全然持ち合わせてないんですけど、

そういったところも出てくるかとは思いますけど、はい。 

西依義規委員 

単純な話、用意スタートで、304 億円と 77 億円をスタートして、進捗が違うというところ

については、どのように分析をされてますか。鳥栖拡幅と比べてですね。 

小柳 誠国道・交通対策課長 

今回その鳥栖拡幅と鳥栖久留米道路を比較してでございますが、鳥栖拡幅は現道の拡幅と

いうことと、あと鳥栖久留米道路は新たにバイパス、新たに道路をつくるということで、ち

ょっと条件が違うのがあります。 

鳥栖拡幅はどうしても、もう今の現時点で家がはりついている状況なので、そういった地

権者交渉、先ほど用地費、その 77 億円のうち、ほぼ用地費でっていうことが踏まえますんで、

交渉がやはり一番時間がかかるし、お金もかかるんじゃないかなっていうところで、その事

業進捗がとまっていないのかなと思ってるところと、鳥栖久留米道路につきましては、こち

らのほうは新たにつくるところ、箇所なので、鳥栖拡幅と比べると、条件的に田んぼとか、

家がはりついているところを避けた形――通るとこもあるんですけど――そういったその施

工の条件も違いますので、一概にその事業進捗がこちらのほうが高いからこちらのほうが何

で低いのかっていうのはちょっと比較はできないところと思ってます。 

以上です。 

西依義規委員 

いや、７メートルも盛り土をして上を通る道路なんで、僕としては、この道路が通ること

によって、鳥栖市の土地の活用とかが広がったり、選択肢が広がるのかなと思ったんですけ

ど、これだったら多分、何にもならないんで、ぜひ、はい、進めてください。 

藤田昌隆委員長 

以上で……。 

中川原豊志委員 

すいません。 

関連といえば関連なんですけども、要はこの鳥栖久留米道路と３号線拡幅の進捗状況にら
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みながら、鳥栖市として、どういうふうな取り組みをしたらいいのかなっていうのが一つと

ですね。 

それから、例えば、先ほどちょっと言いましたけども、重田、何線でしたかね、重田から

酒井西を通って高田まで行く道路、何って言うんですかね、市道は、（発言する者あり）はい

はいはい。 

その道路を、結構、通行量も多いかと思うんですが、渋滞してるんで、抜け道として。そ

の道路を今後拡幅するような計画とか、それがひいては鳥栖久留米道路と接続することによ

って、バイパス化になったり、また、北側に行くとその重田のとこから流通業務団地に入っ

ていって、永吉のとこの３号線に抜けれるような形を、市として考えるようなことができれ

ば、それはそれでまた３号線の渋滞緩和にもつながるのかなというふうに、私自身は思うん

ですが。 

市としては、そういうふうな考え方というのは全く持たれるようなことはないのかなと思

うんですが、いかがなもんでございましょうか。 

藤田昌隆委員長 

提案ですよね。 

中川原豊志委員 

はい。 

小柳 誠国道・交通対策課長 

まず１点目の鳥栖市としての鳥栖拡幅、鳥栖久留米道路について事業進捗図るためという

ことなんですけど、やはり鳥栖市といたしましては、二つの事業が、鳥栖久留米道路が今先

行している事業進捗もありますので、つなぐことによって、鳥栖拡幅のところまで、２車、

まだ完成しないかと思いますので、２車なので渋滞が考えられますので、やはり鳥栖市とし

ましては、こちらの事業について事業進捗が進むように、関係各所に要望活動を、地元の声

を伝えていくのが、やはり鳥栖市としてのやることだと思ってるところです。 

二つ目にありました市道の拡幅等につきましては、今、地元からもその市道につきまして

は、鳥栖久留米道路に、地元としてやはり通るだけじゃなくて、なんらか地元でも利用でき

るように、鳥栖久留米道路に市道つなげてくれっていう要望を受けておりますので、それで

交通管理者と今協議を行っているところでございます。 

それで地元の使い勝手をしていくのと、あとそれに伴ってその市道の拡幅なんですけど、

今のところは、今のできるだけ今拡幅してしまうと、市道を合わせて鳥栖拡幅とその市道を

拡幅してしまうと、普通の関係ない、また通過車両のほうが多くなってしまいますので、そ

ういった状況を踏まえながら、今は生活されてる方たちの利用を目的、を利用がっていうか、
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ほかの多数の人たちが入りにくいように、今の道路の拡幅がいいのかなっていうのもあるん

で、そこは鳥栖拡幅の供用した後かその前に、どういった市道の検討というのは出てくるか

と思います。 

ちょっと今のところはそれ以上、今答えることは難しいかなと思ってます。 

中川原豊志委員 

ありがとうございます。 

これは前任者にもいろいろお話をさせてもらったんですけども、要は市道について、過去、

乗目のところ、それから立石・大刀洗線も社会資本整備で、ほとんどもう事業が完了してい

くとこで、今後の社会資本整備、もしくはいろんな市道の改良について、なかなか具体的な

案というのがないような話も聞いておりました。 

まだまだ鳥栖として、市道のもしくは生活道路の整備をしなくちゃいけないところたくさ

んあろうかと思います。ぜひその永吉線あたりの市道も含めて、早急にやっぱり道路の整備

のほうを積極的に進めていただきたいというふうに要望だけしておきます。 

内川隆則委員 

今までの答弁を聞いておりますと、ムシャクシャしてきて、質問をしたいと思います。 

資料の１と３と、資料２と２と広げてください。 

いいですか、鳥栖の拡幅事業は 77 億円。鳥栖久留米の事業は 304 億円、そして進捗状況は、

８％、７％と 23％、61％。 

この理由は、筑後川橋梁が買収しなくていいからっていうふうなことを課長が言っており

ましたが、国道事務所の所長は、再三再四言った結果が、買収をするにも、お金がなければ

買収はできませんと、予算が先ですと。予算をつけなければ、その設計もできませんという

ふうに、再三再四言うてきたですよ。 

あなたの答弁は、今の答弁は、買収するには時間がかかりますので、進捗状況が進んでお

りません。どっちがどげんなっととね。本当にそのことを理由に、77 億円に対して、七、八％。

それが本当ですか。答えてください。 

小柳 誠国道・交通対策課長 

先ほど久留米大橋の説明をさせていただいたときに。その要因の一つとしてっていうこと

で説明をさせていただいた中で、先ほどやはり用地、佐賀国道事務所の所長がおっしゃって

たってお話ですけど、やはりその用地を買収しようとしても、お金がないっていうのも事実

だと思います。 

ですので、久留米大橋については要因の一つとしてっていうことで説明をさせていただい

たところです。 
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以上です。 

内川隆則委員 

だから、そんな変なこと言われると、ますます佐賀県側はおくれてしまうというようにな

ってしまいやせんですか。そげんこと言う必要なかでしょうが、あんたが、久留米の心配ま

で。 

何でこげなふうな状況になるんですか。もともと――もう一回言いますよ――基山の事業

は 20 年かかった。牟田市長時代に、もうあんなことをやらせませんと、もう五、六年で鳥栖

の場合、やり上げますというふうなことで言われてきた。 

しかし、また同じようなことを繰り返しよっちゃないね。しかも鳥栖だけ、佐賀県だけ。

そのことばきちんと解明せんですか。なぜこげんなっとるのか。 

あんた、国交省から来とんなら、そこんたいはわかっちゃろもん。腹の中まで、きちんと

わかっちゃろもん。答えてんか。 

藤田昌隆委員長 

返答できませんか。 

内川隆則委員 

議長もさっき言いよったごと、我々でできることが何ですかと、ありませんかというふう

な話でね、あったようにさい、あんただけに責任持てていうふうなことも言いたいけれど、

それもそれとして、我々も、力になりますよというふうなことを再三言ってきた。 

でも、あなたたちは一遍もそういうことなかやんね。こういうことでやっておりますが、

遅々として進みません。ひいては、あんたたちのこうこうこういう手立てもお願いしたいん

ですけども、いうふうな話は一回もないやないの。 

副市長も 3,600 万円で、２年間雇うてきた。これもこの話を進めるための、人事異動じゃ

ったろうと思うたい。その辺の力がどういうふうに加減されてということも期待したいよ。 

佐賀県の恥よ、鳥栖の恥よ、これは。 

藤田昌隆委員長 

ええとですね。よろしいですか。 

内川隆則委員 

どげんか、答えてんか。 

藤田昌隆委員長 

今、答えられんっていうか、要するに、今、内川議員が、ぜひ議会も利用してくださいと、

どんどん。要するにお金を取るには、執行部だけでもだめ。きちんと議会もできることは何

でもしますから、予算を多く分捕るためには。執行部一体でやりましょうと。ちゃんと議会
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としても協力する態勢は十分ありますよということですんで、その辺も踏まえて、いろんな

予算を多くつける方法なりを一回、しっかり庁内で考えていただいて、そして私たちを大い

に利用してやっていただきたいというふうに思います。 

詫間 聡建設部長 

ただいま貴重な意見を拝見いたしたところございます。 

まず、鳥栖拡幅事業並びに鳥栖久留米道路の関係でございます。事業の進捗率関係につい

て指摘等もいただいておりまして、先ほど内川委員のほうからは、基山が 20 年かかってきた

と、鳥栖は五、六年でやるということを明言したというふうにもお聞きしたとこでございま

す。 

確かに意見を聞く中で、生活道路のタッチの関係、また、鳥栖久留米道路につきましてが、

現在やっております、県のほうでやっております中原鳥栖線の関係、ここの交差点の関係に

ついて、市民から言えば要望等関係当然出てくるかと思います。 

しかしながら、中原鳥栖線につきましては、元市道高田・江島線ということで、元市道の

中で県道に移管した経緯等もございます。 

そういった中、県における事業進捗が完了しない中、現在鳥南橋関係の架けかえ等が行わ

れてるとこでございます。 

こういった中で、道路形態、交通量の変化等も見えてくるものかと思いますけれども、先

ほど言われるように、予算の関係が本当必要になってくるとは十分認識はいたしております。 

そういった中で、私のほうも新幹線の関係につきましては、早期用地取得等も経験したと

こでございます。そういったノウハウ等を生かしながら、予算等の関係につきましても、県

並びに国等に要望いたしまして、用地取得の関係を早急にすることによって、また、市民等

からの意見並びに議会等からの意見等も十分連携をとりながら、早期実現等に努めてまいり

たいと思うところでございます。 

建設部といたしましても、関係各課、市道関係等もやっておるとこでございますけれども、

今後十分努力してまいりたいと思っておるとこでございます。 

また、要望関係につきましても、活発な要望活動もつなげてまいりたいと思っておるとこ

でございます。 

以上でございます。 

内川隆則委員 

うまくオブラートで包むことはいいですけどね、今後の問題として、せっかく貴重な時間

を費やしてやりよるわけやから、これでその場しのぎじゃなくて、これから先、どうするか

ということを改めて仕切り直して、ふんどし締め直してやるっていうふうなことで、やって
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もらいたいというふうに思います。 

私が、知り合い友達が、２件相談のあった、ここの、この距離の間に、１人はあきらめた。

１人はまだもうがんばるっち、もう少しがんばるっちて言いよる。それがいつなのかってい

うことも、がんばり具合のあるとたいね。いつじゃいわからんまでがんばらないかんという

ことになっとね、その人たちの事業は困るわけたい。そういう人たちもね、犠牲になっとる

ということも十分踏まえてね、頼んどきます。 

以上です。 

西依義規委員 

例えば、その鳥栖拡幅にことし３億 5,000 万円ですよね。 

佐賀県国道事務所に、国道の整備、費用として予算として何億円して、それの３億 5,000

万円が３号線に来てっていうのは、わかるんですか、例えば、鳥栖久留米道路の 18 億円も、

福岡にあらゆる国道があって、そん中の 18 億円がここに来てっていう部分は、要は、予算な

ら予算のおり方がどうなってるかっていうのは、多分把握されてると思うんですけど、その

辺は、これが妥当な３億 5,000 万円なのか、いやいやもっとついたほうがいいのかっていう、

その個人的なことを聞いてはいかんですね。 

都市整備課としてのこう何か、もうちょっと、何かそんな分析っていうか、そこはできる

もんなんでしょうか。全体像があってもともと３億 5,000 万円しか佐賀県におりてないんな

ら、もうそっから手付けていかないかんですけど、例えば伊万里市の道路とか鹿島市の国道

とかのほうが、ひょっとしたらついてるとか、そういうのはないんですか。 

小柳 誠国道・交通対策課長 

佐賀県全体でいきますと……。ちょっとお待ちください。 

先ほどの佐賀県の、佐賀国道のついた改築工事でいきますと、先ほど言いました鳥栖拡幅

が３億 5,000 万円、鳥栖久留米道路が 3,000 万円、神埼佐賀拡幅のほうが４億 300 万円、武

雄市の 34号の武雄バイパスが２億 2,500万円、多久市、小城市の多久佐賀道路のほうが 1,000

万円、佐賀市の大川佐賀道路のほうが２億 2,000 万円、そして、国道 497 号の唐津市から伊

万里市の唐津伊万里道路のほうが 40 億 5,200 万円、そして、497 号の伊万里道路のほうが６

億円、そして伊万里松浦道路のほうが７億 4,400 万円という全体像になっているところでご

ざいます。 

そして、そのうちの鳥栖拡幅についてでございますが、やはり用地の交渉、用地測量まで

終わっておりますので、私と感じて言ってみますと３億 5,000 万円と、やはり少ないと思っ

ております。 

以上です。 
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西依義規委員 

やっぱりそこまで見てしないとちょっとわかんないんで、できたら、後ででいいんで、ち

ょっと１枚、資料とか、外に出せたりするんですか、それ。 

小柳 誠国道・交通対策課長 

はい、公表されておりますし、インターネットに載っておりますんで、はい、お持ちいた

します。 

樋口伸一郎委員 

この予算がずっと出てますけど、平成 26年度の３億 5,000万円に関しては、この３億 5,000

万円決まる前は、鳥栖からの要望額っていうのはあったんでしょうか。 

小柳 誠国道・交通対策課長 

佐賀国道のほうで、来年度の予算、平成 25 年度時点で、来年度の予算は要望しているとこ

ろです。鳥栖市としては、そういったことは何も伝えてないっていうことですね。 

樋口伸一郎委員 

内川議員もおっしゃったように、この進捗状況だと、単純計算しても 20 年かかるんで、そ

れを本当に五、六年ということであれば、10 億円ずつぐらいいっても全然、極端な話、いい

んで、とにかく鳥栖でできることということが最初から出てるんですけど、私の考えとして

は、やっぱりとにかくお金をどうにかして、今よりも大きく、平成 24 年度が３億 9,000 万円

で始まって減ってるんでですね、 

曽根崎から第２ステップにいくにかかっては、間違いなくお金がかかっていくと思います

んで、何とか一つ明確にするんであれば、とにかく予算を多くつけていく何かを一致団結し

てやっていくべきじゃないかなと強く要望します。 

終わります。 

詫間 聡建設部長 

予算の、来年度に向ける予算の関係でということでの御指摘を多々いただいておるとこで

ございます。現時点で平成 26 年度、３億 5,000 万円という額で、先ほど課長も紹介しました

とおり、西のほうでは伊万里のあたりは、唐津、伊万里では、予算配分が多いのかなと私も

認識するわけでございます。 

いずれにしましても、平成 27 年度以降、国に対する要望の関係、秋口から入ってくるわけ

でございます。そういった意味を踏まえて、用地取得が容易にできるような交渉関係、また、

内川議員からも御相談がなされておるような地権者からの情報関係、そういった情報収集の

もとで、今後の用地取得の早期完成ということで、来年度に対する国への要望関係も、情報

把握等を踏まえながら、予算獲得に向けたとこでも要望してまいりたいと、そういうふうな
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活動を踏まえていきたいと思っておるところでございます。 

以上でございます。 

藤田昌隆委員長 

それでは、いろいろな意見要望、御指摘もありました。結論的には、私が言うことじゃな

いかと思うんですが、やっぱり執行部と一緒になって予算を獲得すると。そのためには、具

体的にこういう活動をしてほしいとか、陳情に行ってほしいとか、そういうものを確実に執

行部のほうに上げていただきたいというふうに思います。 

それでは、以上で……。 

小柳 誠国道・交通対策課長 

３番目で事業を推進するためにということで、現在行ってる期成会について、御紹介させ

ていただきます。 

国道３号の整備促進の先ほど説明した、鳥栖久留米、鳥栖拡幅の事業推進のために、一般

国道３号改良促進期成会を立ち上げ要望活動を行っております。資料３のほうに添付してる

資料が昨年度の提出した要望書でございます。 

構成団体は、鳥栖市、久留米市、基山町、小郡市、八女市、広川町の６団体で構成し、活

動内容としては、総会への参加、国との沿線首長との意見交換の実施、10 月に整備局、九州

地方整備局への要望活動、11 月に国土交通省本省、財務省本省及び地元選出の国会議員等へ

要望活動を実施しております。 

具体的な要望内容につきましては、この要望書――すいません、ページ数をふってはない

んですけど――２枚開いてもらったところに、一番上に記っていうことでなってるところな

んですけど、中段付近に３ポツ目のところに、地域の自立的発展や地域間の連帯を支える道

路の整備の推進に、特に国道３号の整備促進を図ることをということで、（１）で一般国道３

号鳥栖久留米道路の早期完成、（２）で、一般国道の鳥栖拡幅事業の早期完成、今、事業化箇

所について要望活動を行っております。次の見開きの（３）の下側になるんですけど、未整

備区間の整備ということで、鳥栖拡幅の起点側の北側、鳥栖市永吉町から鳥栖市の姫方町と、

そして鳥栖拡幅の終点側になりますけど、鳥栖市の酒井西町から久留米市の東櫛原町のこち

らの、今２車線になっておりますので、こちらについては、整備計画の早期策定ということ

で、毎年要望活動をさせていただいているところです。 

以上でその現在の要望活動の説明を終わります。 

藤田昌隆委員長 

よろしいですか。 

西依義規委員 
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この要望書はどういうペース、１年に１回とか、どういうペースで出されてるんですか。 

小柳 誠国道・交通対策課長 

１年に１回、整備局や本省のほうに、１年に１回のペースで出しております。 

藤田昌隆委員長 

なければ……。 

江副康成委員 

今回、この委員会を開いたのも、きめ細かな要望活動、効果的な要望活動を、これからや

っていかないといけないということだと思うんですけども、今後、どの時期にどういった内

容の要望活動をするかというやつは、執行部のほうから議会のほうに提案とかするようなこ

とは考えられているのかなあという質問ですけど。 

藤田昌隆委員長 

考えてないと、まだ、今のところは――でいいですか。 

小柳 誠国道・交通対策課長 

今のところは、すいません、考えておりません。 

江副康成委員 

ぜひこれ、現状はよくわかりました、把握できたんですけども、目的は、早期の国道３号

線拡幅の完了と、それに向けて予算をきちんといただくと。そのために委員長言われたよう

に、議会も執行部の、あるいは、議会と執行部及び地元の皆様と一体となって、国等に働き

かけるということだと思いますので、そのあたりの効果的な、どの時期にどういう要望する

かというのは、執行部の方が一番よく御存じだと思うもんですから、ぜひしかるべきときに、

御提案、御相談いただきたいなということを要望しておきます。 

詫間 聡建設部長 

今の要望関係についてでございますけれども、きょうの委員会の中でも、指摘事項等、あ

と協議事項等、貴重な意見をいただいたところでございます。 

いずれにしましても予算等の獲得、早期実現のためにということで、この要望書の関係に

つきましては、執行部のほうでも協議いたしまして、対議会に対してもこの要望活動を踏ま

えて、提案できるようなこともあれば、今後協議をしてまいりたいというふうに思っておる

ところでございます。 

以上でございます。 

藤田昌隆委員長 

一緒になってやろうというのは建設経済常任委員会の総意でございますので、ぜひいろん

な活発な、意見じゃないんですよね。一緒に動いていこうと、動きましょうということです
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んで、ぜひその辺を御理解いただいて、利用していただきたいと思っております。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

藤田昌隆委員長 

なければ、以上で本日の日程は終了いたしました。 

これをもちまして、本日の委員会を閉会します。 

 

  午前 11 時 34 分閉会 
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 鳥栖市議会委員会条例第 29 号の規定によりここに押印する。 

 

            鳥栖市議会建設経済常任委員長  藤  田  昌  隆 

 



 

 


